
学校職員の育児休業等の承認等及び補助教職員の任用に関する事務取扱要綱

（平成４年４月１日 教育長決定）

（平成20年４月１日 全部改正）

（平成22年６月30日 一部改正）

（平成23年４月１日 一部改正）

（平成28年４月１日 一部改正）

（平成29年１月 1日 一部改正）

（平成31年３月13日 一部改正）

（令和元年６月１日 一部改正）

（令和４年１月１日 一部改正）

（令和４年10月25日 一部改正）

第１ 育児休業

１ 育児休業の請求及び承認

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づき育児休業の承認を受けようとする道立学校職

員及び市町村立学校職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５

号）第１条及び第２条に規定する職員に限る。以下同じ。）は、育児休業承認請求

書（別記第１号様式）に養育する子との続柄等を証する書類を添えて、道立学校職

員にあっては道立学校長に、市町村立学校職員にあっては市町村教育委員会に提出

しなければならない。

(2) 道立学校長及び市町村教育委員会は、学校職員から(1)の請求があったときは、

当該職員が休業することによって学校業務に生ずる影響、休業期間中の育児休業代

替職員の必要性等についての意見を付けて、次に掲げる職員の区分に応じ、アから

エまでに定める総務政策局総務課長若しくは教職員局教職員課長（以下「所轄課長」

という。）又は教育局長に進達する。

ア 道立学校職員のうち教育職給料表の適用を受ける職員（一般職非常勤職員を除

く。）教職員局教職員課長

イ 道立学校職員のうちア以外の職員 総務政策局総務課長

ウ 県費負担教職員のうち小学校、中学校及び義務教育学校職員 教育局長

エ 県費負担教職員のうち高等学校職員 教職員局教職員課長

(3) 所轄課長及び教育局長は、法第２条第３項の規定に基づき(1)の育児休業を承認

したときは、育児休業承認通知書（別記第２号様式）により、道立学校長又は市町

村教育委員会を経由して当該職員に通知するものとする。

２ 育児休業の期間の延長

１の規定は、法第３条に規定する育児休業の期間の延長の請求及び承認について準

用する。ただし、当該職員に対する通知は、育児休業期間延長承認通知書（別記第３

号様式）により行うものとする。

３ 育児休業の承認の失効等

(1) 育児休業をしている学校職員は、次に掲げる事由に該当する場合には、育児休業

等養育状況変更届（別記第４号様式。以下「養育状況変更届」という。）を、道立



学校長又は市町村教育委員会に提出しなければならない。

ア 育児休業に係る子が死亡した場合

イ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

ウ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(2) 道立学校長及び市町村教育委員会は、育児休業をしている職員が産前の休暇を始

め、若しくは出産し、又は(1)のア若しくはイの事由に該当し、法第５条第１項の

規定に基づき当該育児休業の承認がその効力を失った場合は、所轄課長又は教育局

長に、速やかに報告しなければならない。

(3) 道立学校長及び市町村教育委員会は、育児休業をしている職員から(1)のウの事

由に係る届出があったときは、事実を確認の上、当該育児休業の承認の取消しにつ

いての意見を付けて、所轄課長又は教育局長に、速やかに進達するものとする。

(4) (3)の届出を受けた所轄課長又は教育局長は、当該育児休業の承認を法第５条第

２項により取り消したときは、育児休業承認取消通知書（別記第５号様式）により、

道立学校長又は市町村教育委員会を経由して当該職員に通知するものとする。

第２ 育児短時間勤務

１ 育児短時間勤務の承認

(1) 法第１０条第１項の規定に基づき育児短時間勤務の承認を受けようとする学校職

員は、育児短時間勤務承認請求書（別記第６号様式）に養育する子との続柄等を証

する書類を添えて、道立学校職員にあっては道立学校長に、市町村立学校職員にあ

っては市町村教育委員会に提出しなければならない。

(2) 道立学校長及び市町村教育委員会は、学校職員から(1)の請求があったときは、

当該職員が短時間勤務することによって学校業務に生ずる影響、短時間勤務に伴う

任期付短時間勤務職員の任用の必要性等についての意見を付けて、第１の１の(2)

に定める所轄課長又は教育局長に、それぞれ進達するものとする。

(3) 所轄課長及び教育局長は、法第１０条第３項の規定に基づき(1)の育児短時間勤

務を承認したときは、育児短時間勤務承認通知書（別記第７号様式）により、道立

学校長又は市町村教育委員会を経由して当該職員に通知するものとする。

(4) 北海道職員等の育児休業等に関する条例（平成４年北海道条例第３号。以下「条

例」という。）第１１条第６号の規定による申出を行おうとする職員は、(1)の請

求を行う際に、育児短時間勤務計画書（別記第８号様式）を添付しなければならな

い。

(5) (4)の申出を行った学校職員は、育児短時間勤務計画書の記載事項に変更が生じ

たときは、遅滞なく、その旨を育児短時間勤務計画書により、道立学校職員にあっ

ては道立学校長を経由して所轄課長に、市町村立高等学校職員にあっては市町村教

育委員会を経由して教職員局教職員課長に、小学校、中学校及び義務教育学校職員

にあっては市町村教育委員会を経由して教育局に届け出なければならない。

２ 育児短時間勤務の期間の延長

１の規定は、法第１１条に規定する育児短時間勤務の期間の延長の請求及び承認に

ついて準用する。ただし、当該職員に対する通知は、育児短時間勤務延長承認通知書

（別記第９号様式）により行うものとする。

３ 養育状況の変更



育児短時間勤務をしている学校職員は、次に掲げる事由に該当する場合には、養育

状況変更届を、道立学校長又は市町村教育委員会に提出しなければならない。

(1) 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

(2) 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合

４ 育児短時間勤務の承認の失効

(1) 道立学校長及び市町村教育委員会は、育児短時間勤務をしている職員が産前の休

暇を始め、若しくは出産し、又は３の(1)若しくは(2)の事由に該当し、法第１２条

の規定に基づき当該育児短時間勤務の承認がその効力を失った場合は、育児短時間

勤務の失効により過員を生ずるなど条例第１９条に定めるやむを得ない事情の有無

等について意見を付けて、所轄課長又は教育局長に、速やかに報告しなければなら

ない。

(2) (1)の報告を受けた所轄課長又は教育局長は、条例第１９条に定めるやむを得な

い事情に該当し、法第１７条の規定に基づき、育児短時間勤務をしていた職員に、

引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において勤務させるとき

は、短時間勤務継続通知書（別記第１０号様式）により、道立学校長又は市町村教

育委員会を経由して当該職員に通知するものとする。

(3) 道立学校長又は市町村教育委員会は、(1)により報告した条例第１９条に定める

やむを得ない事情が終了した場合は、当該職員の短時間勤務の終了について意見を

付けて、所轄課長又は教育局長に、速やかに報告しなければならない。

(4) (3)の報告を受けた所轄課長又は教育局長は、当該職員の短時間勤務の終了につ

いて、短時間勤務終了通知書（別記第１１号様式）により、道立学校長又は市町村

教育委員会を経由して当該職員に通知するものとする。

５ 育児短時間勤務の承認の取消し

(1) 道立学校長及び市町村教育委員会は、育児短時間勤務をしている職員から３の(3)

の事由に係る届出があったときは、事実を確認の上、育児短時間勤務の承認の取消

し及び当該取消しにより過員を生ずるなど条例第１９条に定めるやむを得ない事情

の有無について意見を付けて、所轄課長又は教育局長に、速やかに進達するものと

する。

(2) (1)の届出を受けた所轄課長又は教育局長は、当該育児短時間勤務の承認を法第

５条第２項により取り消したときは、道立学校長又は市町村教育委員会を経由して

育児短時間勤務承認取消通知書（別記第１２号様式）により当該職員に通知するも

のとする。ただし、条例第１９条に定める事情に該当し、法第１７条の規定に基づ

き、育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務

の日及び時間帯において勤務をさせるときは、短時間勤務継続通知書により、道立

学校長又は市町村教育委員会を経由して当該職員に通知するものとする。

(3) 育児短時間勤務を取り消した後の短時間勤務の終了については、前項の(3)及び

(4)の規定を準用する。

第３ 道立学校職員の部分休業

１ 部分休業の承認

法第１９条第１項の規定に基づき１日の勤務時間の一部について勤務しないこと



（以下「部分休業」という。）の承認を受けようとする道立学校職員は、あらかじめ

部分休業承認請求書（別記第１３号様式）に養育する子との続柄等を証する書類を添

えて所属の道立学校長に提出しなければならない。

２ 部分休業の承認の失効等

部分休業をしている道立学校職員は、次に掲げる事由に該当する場合は、部分休業

養育状況変更届（別記第１４号様式）を道立学校長に提出しなければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

３ 部分休業の記録

道立学校長は、部分休業をしている職員が実際に部分休業をした時間について、部

分休業記録簿（別記第１５号様式）により整理するものとする。

第４ 育児休業の承認に伴う任期付採用

１ 採用者の決定方法

公立学校育児休業代替職員取扱要綱（平成３１年３月１３日教育長決定）第５（道

立学校で勤務する行政職給料表適用者は除く。）に基づき任期を定めて採用される職

員（以下「任期付教職員」という。）の採用は、採用選考により決定する。

(1) 応募要件等

育休代替任期付教職員の応募に係る要件等は、教職員課長が作成する「北海道公

立学校任期付教職員（育児休業教職員の代替教職員）募集案内」で別に定める。

(2) 募集・応募方法

教職員課長及び教育局長は、道教委ホームページやハローワーク等により広く募

集（通年募集）する。採用希望者は「育休代替任期付教職員候補者登録申込書」（別

記第１６号様式）に必要事項を記載し、教職員課長又は各教育局長あてに応募する。

(3) 応募者の管理

教職員課長及び教育局長は、応募者の申込内容を確認の上、「育休代替任期付教

職員候補者登録簿」（別記第１７号様式。以下「登録簿」という。）に登載する。

なお、登録簿の登載期間は３年間とする。ただし、登録簿に登載された者（以下

「登録者」という。）から「育休代替任期付教職員候補者登録削除届」（別記第１

８号様式）が提出された場合は、登録簿から削除する。

２ 選考の実施

(1) 道立学校長は教職員課長と、教育局長は所管する市町村教育委員会と登録名簿の

中から勤務可能な候補者を協議のうえ決定した候補者に対して採用選考の実施を通

知し（別記第１９号様式）、任期付教職員の選考を行う。

(2) 道立学校長及び教育局長は、申請があった登録者について、別に定める「育休代

替任期付教職員に係る選考基準及び合否基準について」に基づき、選考検査を実施

し、選考合格者には（別記第２０号様式）により、選考不合格者には（別記第２１

号様式）により実施結果を通知するとともに、教育局長は市町村教育委員会教育長

あてに（別記第２２号様式）により実施結果を通知する。

３ 採用手続き

道立学校長又は市町村教育委員会教育長は、育児休業代替任期付（臨時）教職員任



用上申（内申）書（別記第２３号様式）に、次に掲げる書類を添付し、教職員課長又

は教育局長あてに上申（内申）を行うものとする。

(1) 履歴書（平成９年２月２６日付け教職第５１５８号「学校職員の人事事務に関す

る取扱いについて」当職通達（以下「学校職員の人事事務通達」という。）共通第

１号様式） １部

(2) 教育職員免許状授与証明書又は看護師免許証、准看護師免許証若しくは栄養士免

許証の写し（実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の補助教職員の場合は除く。）

１部

(3) 最終学校の卒業又は修了の証明書 １部

(4) 採用時健康診断書（公立の医療機関又は採用時健康診断書の検査項目について検

査が可能な医療機関の医師が発行したもの（平成１３年３月３０日付け教福第１０

６２号「北海道教育委員会の任用に係る職員の新採用時における健康判定審査事務

取扱要領の制定について」当職通知別記第３号様式）） １部

(5) 住民票記載事項証明書（住民票記載事項証明書の発行が得られない場合は住民票）

１部

市町村長発行のもの（必要な記載事項は氏名、性別、生年月日）

(6) 前歴証明書（学校職員の人事事務通達共通第２号様式） １部

（前歴が２以上にわたる場合は各１部）ただし、辞令等の写しを添付する場合は省

略でき、前歴を有する者で、既に作成されている学校職員給料決定調書（昭和４８

年１２月２６日付け４８教給第２０３９号（例規－学校教育（人事）第６１号）「学

校職員の給料月額の決定に関する事務手続について」当職通達別記第２号様式の１

により教育職員局給与課又は教育局で作成のもの）を添付する場合は、この給料決

定の基礎となった前歴に係る前歴証明書は省略できる。

４ 採用条件

任期付教職員の採用は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１７条の特

例として規定されているものであり、育児休業法第６条第２項から第５項までに規定

する次の事項以外については、全て地方公務員法が適用される。

また、給与、勤務時間等についても法令等で別に定める場合を除き、任期の定めのな

い職員と同様とする。

(1) 採用時に任期を明示する必要があること（育児休業法第６条第２項）。

(2) 任期の更新が可能であること（育児休業法第６条第３項）。

(3) 任期を更新する場合、その任期を明示する必要があること（育児休業法第６条第

４項）。

(4) 組織の改廃、育休職員の早期復職等の場合、任期を定めて採用した趣旨に反しな

い限り、他の職に任用することができること（育児休業法第６条第５項）。

５ 採用する職

教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手、寄宿舎指導員、学校

栄養職員及び小中学校事務職員とする。

６ 採用時期

育休職員の育児休業開始以降とする。

７ 任用の期間



(1) 育児休業請求期間を任期の限度として個別に定めるものとし、辞令書により任期

を明示するものとする。

また、教職員の育児休業請求期間の延長等により、当該任期付教職員の任期を更

新する場合も、辞令書により任期を明示するものとし、この場合、あらかじめ当該

任期付教職員の同意を得ることとする（別記第２４号式）。

(2) 育休代替任期付教職員の任用期間を延長する場合は、道立学校長及び市町村教育

委員会教育長は育休代替任期付（臨時）教職員任用期間延長上申（内申）書（別記

第２５号様式）により教職員課長又は各教育局長あてに上申（内申）を行うものと

する。

８ 社会保険等

公立学校共済組合に加入する。

９ 特例

任期付教職員について、この要領により難い特別な事情がある場合は、教育部長に

協議するものとする。

第５ 育児休業の承認に伴う臨時的任用

１ 任用の期間

公立学校育児休業代替職員取扱要綱（平成３１年３月１３日教育長決定）第６に基

づき臨時的に任用する臨時教職員のうち、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講

師、実習助手、寄宿舎指導員、看護師、准看護師、栄養教諭、学校栄養職員及び事務

職員の職にある者の臨時的任用の期間は、育児休業を請求した学校職員の子が３歳に

達する日（一般職非常勤職員については、条例第２条の３に定める日）までの間にお

いて、育児休業を承認した期間を限度とする。

なお、臨時的任用は育児休業の請求に係る期間について１年を超えない範囲で

行うこととする。

２ 任用の方法

(1) 前項に定める職の臨時教職員の臨時的任用の上申又は内申は、育休代替任期付（臨

時）教職員任用上申（内申）書（別記第２３号様式）に、第４の３に掲げる書類を

添付して行うものとする。ただし、同一年度内において同一人を２回以上（小学校、

中学校及び義務教育学校においては、同一教育局管内に限る。）臨時教職員又は第

５に定める育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員として任用する場合にあっては第

４の３の(2)から(6)までの書類を省略することができる。

(2) (1)の上申又は内申にあたっては、道立学校においては学校長が、市町村立学校

にあっては学校長又は市町村教育委員会職員のうち課長相当職以上の者が採用予定

者の面接を実施し、適任と判断した者について、上申又は内申を行わなければなら

ない。

(3) 補助教職員の臨時的任用期限の延長の上申又は内申は、育休代替任期付（臨時）

教職員任用期間延長上申（内申）書（別記第２５様式）により行うものとする。

(4) 上申又は内申は、道立学校職員及び市町村立高等学校職員として任用を行う場合

にあっては所轄課長、小学校、中学校及び義務教育学校職員として任用を行う場合

にあっては教育局長に行うものとする。

３ その他の職にある者の任用



道立学校において、第１項に定める職以外の職の補助職員を臨時的に任用しようと

するときは、昭和４５年９月１日付け４５教総第２１８０号（例規－通則（人事）第

１９号）「臨時職員の取扱いについて」当職通達（同日付け北海道教育委員会公報第

３５７３号号外第１号掲載）によるものとし、その任用については、総務政策局総務

課長に事前に協議しなければならない。

第６ 育児短時間勤務の承認に伴う任期付採用

１ 任用の期間

法第１８条第１項の規定に基づき採用する短時間勤務職員のうち、教諭、養護教諭、

助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、看護師、准看護師、栄養教諭、

学校栄養職員及び事務職員の職にある者の任期は、育児短時間勤務を請求した学校職

員の子が小学校就学の始期に達するまでの間において、育児短時間勤務を承認した期

間の末日までとする。

２ 任用の方法

(1) 前項に定める職の短時間勤務職員の任期付採用の上申又は内申は、任期付短時間

勤務職員採用発令上申（内申）書（別記第２６号様式）に、第４の３に掲げる書類

を添付して行うものとする。ただし、同一年度内において同一人を２回以上（小学

校、中学校及び義務教育学校においては、同一教育局管内に限る。）短時間勤務職

員又は第５に定める臨時教職員として任用又は採用する場合にあっては（2)から(6)

までの書類を省略することができる。

(2) 第５の２の規定は短時間勤務職員の任期付採用の上申又は内申に準用する。

(3) 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任期の延長の上申又は内申は、任期付短

時間勤務職員任期延長上申（内申）書（別記第２７号様式）により行うものとする。

(4) 上申又は内申は、道立学校職員及び市町村立高等学校職員として採用する場合に

あっては所轄課長、小学校、中学校及び義務教育学校職員として採用する場合にあ

っては教育局長に行うものとする。

３ その他の職にある者の任用

道立学校において、第１項に定める職以外の職の補助教職員を臨時的に任用しよう

とするときは、昭和４５年９月１日付け４５教総第２１８０号（例規－通則（人事）

第１９号）「臨時職員の取扱いについて」当職通達（同日付け北海道教育委員会公報

第３５７３号号外第１号掲載）によるものとし、その任用については、総務政策局総

務課長に事前に協議しなければならない。

附 則

この要綱は、平成31年４月1日から施行する。


